
 2025.05.28施行政省令等対応（　２／２  ）

 次に掲げる貨物であつて、

 経済産業省令で定める仕様のもの

 ７－（１８）半導体基板

 ［省令］第６条　輸出令別表第１の７の項の 該　当 ○

 　　　　　　　経済産業省令で定める仕様のものは、 非該当 ×

 　　　　　　　次のいずれかに該当するものとする。 対象外 －

 十八の二　基板であって、当該基板の上に次のいずれかに該当する物質 【　 】

　　 　　　の１層以上からなる膜の結晶を有し、かつ、

　　 　　　当該結晶がエピタキシャル成長されているもののうち、

　　 　　　エピタキシャル材料となるもの

 イ　シリコンであって、シリコン２８又はシリコン３０以外の [   ]  数値（　　　　　　　　　　　　　）

　　 シリコンの同位体からなる不純物の割合が０．０８パーセント未満  数値（　　　　　　　　　　　　　）

 　　のもの

 ロ　ゲルマニウムであって、ゲルマニウム７０、 [   ]

　　 ゲルマニウム７２、ゲルマニウム７４

　　 又はゲルマニウム７６以外のゲルマニウム

　　 の同位体からなる不純物の割合が０．０８  数値（　　　　　　　　　　　　　）

　　 パーセント未満のもの

 作成責任者：（作成年月日：　　　　年　　月　　日）  該当項番

 ①　輸出令別表第１の項番［　  　　　　　　  　       ］

 会　社　名  ②　貨物等省令の条項号等の番号等

 　　［　　　　　　　　　　  　　　　　　　           ］

 所属・役職  　　［　　　　　　　　　　  　　　　　　　           ］

 (ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ) 

 氏　　　名 印

 電　　　話

判定結果 □該当　　　□非該当

輸出貿易管理令　別表第１　項目別対比表　（該非判定用）

 貨　物　名：

 メーカー名：

 ⓒCISTEC　
 型及び銘柄：

判定欄 注　釈 記　　入　　欄
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